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序　章

１．計画作成の背景・目的

福島市は福島県の中通り地方の北部に位置し、雄大な吾妻連峰となだらかな阿武隈高地に挟

まれた盆地の中心部に緑豊かな信夫山があり、清流の荒川が流れています。

こうした環境の中で多種多様な文化が生まれ、育まれ、現在まで継承されてきました。国指

定の史跡である「宮畑遺跡」、「和台遺跡」や「しゃがむ土偶」、「旧広瀬座」といった重要文化

財など、数多くの文化財が存在します。また、市内外に知名度が高い円盤餃子やいかにんじん

等の食文化、盆地特有の気候と風土を生かした四季折々のくだもの、「桃源郷」と称される花

見山に代表される花の名所、飯坂・土湯・高湯の温泉等の観光資源が豊富に存在しています。

一方で、広大な市域に所在する未指定の文化財の把握は不十分で、多くのものが劣化や毀損

のために失われていくのが現状です。また、文化財を展示・収蔵する施設は市内に数か所あり

ますが、収蔵場所の環境や広さが十分でない等の課題もあります。さらに、平成 22(2010) 年

の推計人口は約 29 万人でありましたが、令和８(2026) 年３月には約 26 万人まで減少し、人口

減少と高齢化は、民俗芸能をはじめとした文化財の適正な保存・管理と継承において喫緊の課

題となっています。

活用面において、一部地域や保存団体等による独自の取組や本市の総合計画と各種計画に 

基づく事業等の実施により、文化財を地域の魅力づくりや観光交流、地域活性化に活かそうと

する動きが見られます。しかし、より効果的に実施していくためには、拠点施設や観光ルート

の整備のほか、所有者等や関連団体、庁内関係部局との連携を強化し、役割を明確にした上で、

それぞれの強みをいかした施策を総合的・一体的に実施していく必要があります。

以上のような本市の文化財を取り巻く現状や課題等を踏まえ、本計画は、「第６次福島市総

合計画」に示す施策等を、より一層推進するために作成するものです。

本計画では、市民及び地域・行政等、地域総がかりで文化財の保存・活用・継承事業を総合的・

一体的に進めてまいります。



- 2 -

福島市文化財保存活用地域計画の位置付け

福島市文化財保存活用地域計画

福島県文化財保存活用大綱 第６次福島市総合計画

文化財に関する個別計画

・福島市都市マスタープラン
・福島市教育振興基本計画
・福島市環境基本計画
・福島市景観まちづくり計画
・福島市国土強靭化地域計画
・（仮称）福島市観光共創戦略
・福島市地域防災計画
　　　　　　　　　　　　など

上位計画として整合

勘　案

県の大綱 市の上位計画

上位計画として包含

・旧広瀬座保存活用計画
・和台遺跡保存活用計画

関連する福島市の計画

整合

２．計画の位置づけ　

本計画は、文化財保護法第 183 条の３に基づく地域の文化財の保存及び活用に関する総合的

な計画として作成します。作成にあたって、本市の最上位計画である「福島市総合計画」(以下「総

合計画」という。)及び「福島市文化振興計画」を踏まえるとともに、「福島県文化財保存活用

大綱」を勘案しました。

また、本計画は、総合計画に基づく各分野の政策・施策の推進を文化財の保存・活用を通じ

て遂行する計画として位置付けるとともに、関連計画等や個別の文化財に係る計画等と調整、

連携、整合を図ります。

福島市文化振興計画



NO 分  野 所  属 委員名

1
郡山女子大学准教授
（福島市文化財保護審議会委員）

長田  城治

2
福島大学教授
（福島市文化財保護審議会委員）

小松  賢司

3
福島大学教授
（福島市文化財保護審議会委員）

初澤  敏生

4
福島県史学会顧問
（福島市文化財保護審議会委員）

村川  友彦

5 文化財保護関係者 福島市文化財保護指導員 山本  邦夫

6 文化財所有者
旧家を活かす会
（瀬上嶋貫本家）

嶋貫  倫子

7 文化財関係機関
福島市振興公社
（じょーもぴあ宮畑  主任）

堀江  格

8
民家園手織りの会  会長
（工房おりをり）

鈴木  美佐子

9 劇団120◯EN 清野  和也

10 観光関係者
福島市観光コンベンション協会  副会長
（松島屋旅館  女将）

高橋  美奈子

学識経験者

文化財活用関係者

NO 委員名 部  　門 所 属 等

1 磯崎　康彦 絵　画 福島大学名誉教授

2 村川  友彦 民　俗 福島県史学会顧問

3 初澤  敏生 地　理 福島大学人間発達文化学類　教授

4 小松　賢司 歴　史 福島大学人間発達文化学類　教授

5 小林　めぐみ 工　芸 福島県立博物館　専門学芸員

6 長田　城治 建造物 郡山女子大学　准教授

7 辻　秀人 考古学 東北学院大学名誉教授

8 黒石　いずみ 建造物 福島学院大学マネジメント学部　教授

9 阿部　浩一 歴　史 福島大学行政政策学類　教授

10 福島　慶太郎 植　物 福島大学食農学類　准教授
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３．計画作成の体制及び経過

　（１）計画作成の体制

本計画の作成にあたって、「福島市文化財保存活用地域計画策定協議会」( 以下「協議会」と

いう。)を中心に検討しました。

協議会は、事務局が提出した計画案を検討・協議し、協議会で検討・協議された計画案は、

福島市文化財保護審議会に報告し、意見を聴取しました。

また、本計画の具体的な事業は、文化行政以外の他分野にもわたることから、計画案の内容

について関連部署の意見聴取を行いました。

以下、協議会委員名簿、福島市文化財保護審議会委員名簿を掲載します。

福島市文化財保存活用地域計画策定協議会委員名簿

福島市文化財保護審議会委員名簿



内　容

5月30日 ●文化庁協議（オンライン開催）

●地域の歴史文化に関するアンケート実施

・４０団体中３２団体より回収

●第１回協議会

・文化財保存活用地域計画とは

・福島市文化財保存活用地域計画について

・進め方について

●第２回協議会

・計画の構成について

・本市の歴史文化の特性について

・関連文化財群・保存活用区域の選定について

・市⺠アンケート・ワークショップの実施について

●第３回協議会

・本市の文化財の概要と特性について

・アンケートの結果と考察について

・市⺠アンケート・ワークショップについて

●第４回協議会

・計画の構成について

・骨子案（第３章から第５章）について

●第５回協議会

・第３章から第５章について

・骨子案（序章から第６章）について

●福島市文化財保護審議会

・福島市文化財保存活用地域計画への意見聴収について
2月18日

1月20日～
2月18日

令和７
（2025）

年度

　パブリック・コメントの実施

7月7日

10月2日

日時

令和６
（2024）

年度

2月

3月21日

6月25日

令和５
（2023）

年度

11月28日
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　（２）計画作成の経過

本計画の作成経過は、以下の通りです。



建造物、美術工芸品
埋蔵文化財

有形文化財
伝　承

演劇、音楽、工芸技術等無形文化財

民俗資料、風俗慣習、民俗芸能、民俗技術等民俗文化財

遺跡、名勝地、動物・植物、地質鉱物等記念物

棚田、里山、用水路等文化的景観

宿場町、城下町、農漁村等伝統的建造物群

文化財の保存技術 方　言

地　名

令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

2026 2027 2028 2029 2030 2031

文化財保護法第２条の６種型の文化財

その他の文化財文化財保護法で定義されている文化財

本計画で定義する文化財

等
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４．計画期間

本計画の措置等を実施する計画期間は、令和８（2026）年度から令和 12（2030）年度まで（５

年間）とします。

本計画は５年で計画の見直しを行う予定ですが、社会状況の変化等により見直しを行います。

見直しの結果、「計画の変更」や「本市域内に存する文化財の保存に影響を及ぼすおそれのあ

る変更」、「地域計画の実施に支障が生じるおそれのある変更」を行う場合には、文化庁長官に

変更の認定を受けます。

また、それ以外の軽微な変更を行った場合は、変更内容について福島県と文化庁へ情報提供

します。

５．本計画における文化財の定義

本計画では、文化財保護法第２条第１項に規定される６つの類型 (有形文化財、無形文化財、

民俗文化財、記念物、文化的景観、伝統的建造物群 ) に加え、土地に埋蔵されている埋蔵文化

財や伝統的な保存技術、そのほか、「文化芸術基本法」「福島市文化振興条例」及び「福島市文

化振興計画」が定める、これまで文化財として捉えづらかった伝承、方言、地名等も広くとら

えます。なお、この中には国や地方公共団体に指定等されたものだけではなく、特に行政によ

る法的保護措置が図られていない、いわゆる未指定文化財も含まれます。

本計画においては、上記を広く包含したものを、「文化財」と位置付けます。

計画期間

文化財の定義

文化財保存活用地域計画

第７次総合計画（令和９年度～）

次期計画

第６次総合計画

計画の見直し
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１．自然的・地理的環境

　（１）位置と面積

福島県の中通り地方の北部に位置し、面積は 767.72 ㎢と広大な市域を有しており、 東は桑

折町、伊達市、川俣町、南は二本松市、猪苗代町、西は山形県米沢市、高畠町、北は宮城県七ヶ

宿町、白石市と隣接しています。

また、本市は、東京から 280 ㎞、仙台から 80 ㎞圏内にあり、首都圏と東北圏、あるいは太

福島市の位置

　（２）地形・地質

　　①　地　形

福島市は、福島盆地を中心として、北と西は奥羽山脈に連なる吾妻連峰、東は阿武隈高地に

属する丘陵地、南は福島盆地より 150 ｍほど高い二本松丘陵北端まで市域が広がっています。

阿武隈川は福島盆地の東側、阿武隈高地の山裾に沿って南から北へ流れています。吾妻連峰を

源流とする摺上川、松川、荒川、水原川などの支流は西から東へ流れて阿武隈川と合流し、扇

状地や河岸段丘などの平地を形成しています。市域の中央に信夫山が位置し、本市のシンボル

的な存在として、市民と自然との身近なふれあいの場となっています。

信夫山の四方には市街地が開け、その周囲に水田や果樹園などの農用地が広がっており、全

国的にも有数の果樹生産地として、四季の移り変わりをくだもので感じられる「くだもの宝石

箱 ふくしま」と言われています。

周辺の山地は、ほとんどが森林で、歴史を有する飯坂、土湯こけしで有名な土湯、高濃度の

硫黄泉で知られる高湯など個性的で多種多様な効能を持つ温泉が数多くあります。市域の西側

にある吾妻連峰は、一切経山、吾妻小富士、東吾妻の東火山群と、西大嶺の西火山群からなり

ます。一切経山は、昭和 25(1950) 年に再活動を始め、昭和 52(1977) 年 10 月に生じた小爆発

による荒々しい岩肌は、現在でも観光客や登山者などに火の山の印象を強く与えています。吾

妻小富士は、春先になると山肌に残る雪がうさぎの様な形に見えることから、「種まきうさぎ

(雪うさぎ )」と呼ばれ、市民に春の訪れを知らせています。

また、市域の東部の阿武隈峡は、県の名勝及び天然記念物として指定されており、大日岩・

蓬莱岩などの奇岩・怪石などが点在し、ほかに類例のない景観を形成しています。

平洋側の地域と日本海側の地域

を結ぶ交通の要衝として、重要

な位置を占めるとともに、県都

として、また県北地方の中心都

市として、行政、経済、教育等

の各般にわたり重要な役割を果

たしており、平成 30（2018）年

４月１日に中核市に移行しまし

た。

福島市

米沢市

二本松市

猪苗代町

白石市七宿町
高畠町

伊達市

桑折町

川俣町

【福島県】

【山形県】 【宮城県】

仙台

東京

第１章　福島市の概要
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